
①10 月からの新たに年金からの特別徴収を開始する場合 

例：今年度年税額：120,000 円、翌年度年税額：90,000円 

 

 

 

②前年度に引き続き特別徴収の場合（仮徴収されている場合） 

例：今年度年税額：120,000 円（うち仮徴収額：15,000円／回）、翌年度年税額：90,000円（うち仮徴収額：25,000円／回） 

 

 

年度

徴収月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

納付額
（普通徴収）

20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

納付額
（特別徴収）

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000

算定時期

今年度

今年７月 翌年７月

翌年度

年度

徴収月 １０月 １２月 ２月 ４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月 ４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

区分

納付額
（特別徴収）

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 5,000 5,000 5,000

算定時期 前年7月 今年7月 翌年7月

前年度 今年度 翌年度

本徴収 仮徴収 本徴収 仮徴収 本徴収


